
 

 

令和５年度の水道企業団設立に伴う組織体制について 
 

 
１ 要旨・目的 

  令和５年度の水道企業団設立に伴う組織体制について，次の方針により検討を進

める。 
 
２ 現状・背景 

 ○ 県営水道事業（工業用水道事業・水道用水供給事業）については，令和４年度

に設立する予定の水道企業団において，令和５年度から運営する準備を進めてい

る。 
 〇 流域下水道事業については，引き続き県において実施するため，必要な組織体

制の検討を進めている。 
 
３ 組織体制の方針 

（１）水道企業団 
〇 水道企業団は，本部と事務所で構成する。 
〇 本部所在地は，広島県庁内とする。 
〇 本部では，組織運営を統括するほか，各市町が行ってきた，内部管理業務，計

画策定・進行管理業務などを集約して実施するとともに，広域化に伴う施設再編

事業を行う。 
〇 事務所では，建設改良工事等の執行，浄水場等の運転監視などの事務を，引き

続き実施する。 

（２）県上下水道部（仮称） 
○ 引き続き，公営企業管理者による独立した組織において，流域下水道事業を実

施する。 

○ 併せて，県内の上下水道事業の広域連携を推進する。 

 
４ 組織体制イメージ（詳細別紙） 

 
５ 今後の対応 

  引き続き，検討を進め，水道企業団や県上下水道部（仮称）の組織体制に反映し

ていく。 
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